
古

都

探

訪

洛

西

等

持

院
水

野

恭

一

郎

万
年
山
等
持
院

は
足
利
政
権
成
立

の
初
期

、
足
利

尊
氏
に
よ

っ
て

創
建

さ
れ
た
臨
済
宗
天
竜
寺
派

の
禅
刹

で
、
爾
来

足
利
将
軍
家
歴
代

の
菩
提
所
と
さ
れ
た
寺
院

で
あ

る
。
北
区
等
持
院
北

町
に
在
り
、
京

福
電
鉄
嵐
山
線

の
等
持
院
駅

か
ら
北

へ
徒
歩
約

五
分

。
古

い
由
緒
あ

る
禅
院

ら
し

い
閑
寂
な

た
た
ず
ま

い
を
も
ち

、
京
都

の
諸

寺
院

の
中

で
も
私

の
好
き
な
寺
院

の

一
つ
で
あ

る
。

こ
の
地
は
衣
笠
山
南

麓

の

松

原
と
呼
ば
れ
た
地
域

で
、
当
寺

の
庭
園

の
北

に
そ

の
借

景
と
し
て

衣

笠
山

の
麗
姿
を
望
む

こ
と

が
で
き

る
。

等
持
院

の
草
創
が
南
北
朝
初
期
、
足
利
政
権
成
立

直
後

の
頃

で
あ

る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
が
、
は

っ
き
り
と
し

た
年
次

に

つ
い
て
は
十

r'一

等 持 院 正 面
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分
明
ら

か
で
な

い
。

そ
の
上
に
、
こ

の
衣
笠
山
南
麓

の
等
持
院

の
ほ

か

に
、
洛
中

に
も

ほ
ぼ
近

い
時
期

に
足
利
氏

に
よ

っ
て
同
名

の
等
持

院
が
建
立
さ
れ

て
お
り

(洛
中

の
等
持
院

は
の
ち

に
等
持
寺
と
呼
ば

れ
る
よ
う

に
な

る
)
、

こ
の
洛
西

と

洛
中

の
二

つ
の
等
持
院

が

混
同

し
て
論
じ
ら
れ

る
こ
と

が
従
来
少

な
く
な
か

っ
た
。

こ
の
こ
と

に
関

し
て

一
応
ま
と
ま

っ
た
考
察
を

さ
れ
た
の
は
東

大
史
料

編
纂
所

の
今

枝
愛
真
教
授

で
、

『
中
世
禅
宗
史

の
研
究
』

(第

三
章
第

一
節

「
足

利
直
義

の
等
持
寺
創

設
」
)

の
中

で

洛
西
と

洛
中

二

つ
の

等
持
院

の

区
別
を
明
ら
か

に
さ
れ

る
と

と
も

に
、
草
創

は
洛
西

の
等
持
院

の
方

が
や
や
早

い
と

の
説
を
示

さ
れ

た
。

洛
中

の
等
持
院

に

つ
い
て
の
は

っ
き
り

と
し
た
史
料

の
初

見
は
、

『
師
守
記
』
暦

応

二
年
十

一
月
廿
六

日
の
条

の

「是

日
於

二武
家

三
条

坊

門
第
等
持
院

一、
有
二
曼
陀
羅
供

こ

の
記
事

で
あ

る
。
武
家

三
条
坊

門
第

と

い
う

の
は
将
軍
尊
氏

の
邸

で
あ

っ
て
、

こ
の
記
事

か
ら

す
れ

ば

、
少

な
く
と
も
暦
応

二
年

(
=
三
二
九
)
十

一
月

の
頃

に
は
将

軍

御

所

の
敷
地

内

に
等
持
院
が

で
き

て
い
た
こ
と
が
知

れ
る
。
開

山

の

住

持
は
古
先
印
元

で
、
印
元
が
等
持
院
住
持

に
な

っ
た
の
は
前
年

の

暦

応
元
年
ら
し

い
の
で

(『
禅
居
附
録
』
)
、
洛
中

の
等
持
院

の
創
建

は

暦

応
元
年

中
と
み
て
よ

い
よ
う

で
あ

る
。

こ
の
等
持
院

が
建

て
ら

れ

た
将
軍
尊
氏

の
御
所

の
敷
地

は
、

三
条
坊
門

(御
池
通
)
北

、
高
倉
東

、

二
条
南

、
万

里
小
路

(柳
馬
場
通
)
西

の
区
画

で
、

柳
馬
場
通

二
条

下

ル
の
あ
た
り
は
、
今
も

「
等
持
寺
町
」

と
呼
ば

れ
て
い
る
。

な
お
、

こ
の
洛

中
等
持
院

の
寺
域

に

つ
い
て
、

『後
愚
昧
記
』
永

徳
元
年

(
=
二
八

一
)
十

二
月

二
日
の
条

に

「
件
寺

(
等
持
寺
)
者

当
時
禅
院
也
、

元
来
号

二浄

華
院
↓

浄
土
宗
寺
也
、

向

阿
上
人
開
山

也
」

と
記
さ
れ
、
も

と
浄
土
宗

の
浄
華
院

の
あ

っ
た
地
で
あ
る
と
し

て

い
る
。
浄
華
院
は
、

こ
の
時
、

こ
こ
か
ら
土

御
門
室
町

に
移
さ
れ
、

そ

の
後
、
天
正
十
三
年

(
一
五

八
五
)

秀
吉

の
京

都

の
町
割

り
改
造

の
時

、
現
在

の
寺
町
通
広
小
路
上

ル
の
地

に
移

さ
れ
た

の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、

こ
の
洛
中

の
等
持
院

に
対

し
て
、
洛

西
松
原

の
等
持

院

は
、
前

述

の
よ
う

に
そ

の
草
創

の
年
次

は
明
確

で
な

い
が
、
恐
ら

く
建

武
三
年

(
=
二
三
六
)
足
利
尊
氏

が
政
権

を
樹

立
し
た
直
後

の

頃

、
生

母
上
杉
清
子

の
隠
居

の
寺
院
と

し
て
営
ま

れ
た
の
で
は
な

い

か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
康
永
元
年

(
=
二
四

二
)
十

二
月
廿
三

日
清

子
が
逝
去
し
、
そ

の
三
十
五

日
忌

の
際

の
南

禅
寺

竺
仙

梵
僊

の

法
語

の
中

に
、

「
等
持
院
殿

二
品
太
夫
人
雪
庭
藤
原
氏
」

と
あ

っ
て
、

清
子

に
等
持

院
殿
雪
庭
禅
尼

の
法
号
が
お
く
ら

れ
て
い
る

こ
と
か
ら

も
推
察

で
き
る
よ
う

で
あ
る
。
等
持
院
殿

の
院
号

は
、

そ
の
後

、
尊

氏
逝
去

の
際

に
、
ま
た
尊
氏

に
こ
の
院
号

が
お

く
ら

れ
る

こ
と
と
な

り
、

ζ
の
時

、
清

子

の
院
号
は
果
證
院
殿
と
改
め
ら

れ
て
い
る
。

洛
西
松

原

の
等
持
院

の
敷
地
は
、

『山
城
名
勝
志
』

や

『
都
名

所

図
会
』
な

ど
に
は
、
も

と
仁
和
寺

の

一
院

の
あ

っ
た
と

こ
ろ
と
し
て

い
る
。
地

域
的
な
関
係
か
ら
も

そ
の
可
能
性

は
あ

る
し
、
ま

た
貞
治

六
年

(
=
二
六
七
)
十

二
月

二
代
将
軍
義
詮
死
去

の
こ
と
を

記
し
た

『
愚
管
記
』

の
記
事

(
十

二
月
十

二
日
の
条
)

に
、

「
大
樹

(
義
詮
)

仁
和
寺

去

八
日
夜

、
移
二
等
持
院

↓
今

日
荼
眦
、

毎
事
禅
侶
沙
汰

云

々
」

と
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げ`ー

あ

っ
て
等
持
院

の
と

こ
ろ

に
仁
和
寺

と
傍

註
し
て

い
る

こ
と
な
ど
か

ら
も

、
も

と
仁
和
寺

の

一
子
院

の
あ

っ
た
と

こ
ろ
を
、
尊
氏
が
譲
り

う
け
て
禅
院

に
改
め
た
も

の
で
あ

る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
な

い
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
暦
応
元
年

に
洛
中

の
将

軍
御
所

の
敷
地
内

に
等
持
院

が
、

い
わ
ば
幕
府

の
官
寺
的
な
性
格
を
も

っ
て
造

立
さ
れ
た

の
ち
も
、

洛
西
松
原

の
等
持
院
は

そ
の
ま
ま

に
存
続

さ
れ
、
洛
中

の
等
持
院

の

別
院

と
し
て
、
足
利
家

の
私
的
な
菩
提
所

と
も

い
う

べ
き
存
在

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

洛

中

の
等
持
院
は
そ

の
後
、
康
永

元
年
尊
氏

の
生

母
清
子
が
亡
く

な

っ
た
頃
か
ら
等
持
寺
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り

、
幕
府

の
行
う
公

け
の
法
会

な
ど
は
等
持
寺

で
営
ま
れ

る
こ
と

が
多

か

っ
た
。
そ
し
て

等
持
寺

は
や
が
て
三
代
将
軍
義
満

の
時
代

に
五
山
十
刹

の
制

が
整
え

ら

れ
て
く
る
と
と
も

に
、
康
暦

二
年

(
=
二
八
〇
)

に
は
十

刹

の
第

一
位

に
列
せ
ら

れ
た
。
し
か
し
、
そ

の
前

々
年

の
永

和
四
年

三
月

に

義
満

が
北
小
路
室

町
に
造

っ
た
新
御
所

に
移
り
、

(花
御

所
、
室

町

幕
府

の
名

の
起

り
)
、
次

い
で
至
徳

二
年

(
=
二
八
五
)
室
町
御
所

の

東

に
隣
接

し
て
壮
大

な
禅
刹
相
国
寺
が
創
建
さ
れ
、

や
が
て
五
山
第

二
位

に
列

せ
ら

れ
て
、
こ

の
相
国
寺
が
幕
府

の
官
寺
的
存
在

と
な

る

に
及

ん
で
、
等
持
寺

の
官
寺

的
な
役
割
は
相
対
的

に
低
下
し

て
い

っ

た
。
な
お
洛
中

の
等
持
院

(
等
持
寺
)

の
創
建

に
は
、
尊
氏

の
弟
直

義

の
意
図

が
か
な
り
強

く
は
た
ら

い
て

い
た
ら
し
く
、
開
山
古
先
印

元
も
直
義

の
要
請

に
よ

っ
て
迎
え
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る

が
、

そ
の
関

係
か
ら
、
貞
和

五
年

(
一
三
四
九
)
尊
氏

・
直
義

の
間

に
不
和

が
生

じ
直
義
が
失
脚

し
て
の
ち
、
古

先
印
元
は
翌
観
応
元
年
京
都
を
去

っ

て
鎌
倉

へ
下
り
、

そ
の
あ

と
天
竜
寺

開
山
夢
窓
疎
石
が
改
め

て
洛
中

等
持
寺

の
開
山
と

さ
れ

た
。
洛
西

の
等
持
院

の
開
山
は
、
は
じ
め

か

ら
夢
窓

疎
石

で
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
等
持
院
文
書

の
中

に
、
夢
窓

国
師
門
徒
中

に
宛
て
た
尊
氏

の
御
内
書

(
写
)

が
あ
り

(十

二
月
十

三
日
付
)
、
「
等
持
院
両
所
事
、
依
二
開
山
国
師

(疎
石
)
辞
譲

↓
可
レ
為

二

天
竜
寺

末
寺

一之
由
、
彼
在
世
之
時
契
諾

畢
、
今

更
不
レ
可
レ
有
二
相
違

↓

至

二末
代

↓
専

二門
徒

一
味
之
興
隆
↓
致
二
三
品
禅
門

(足
利
貞
氏
)
二
品

禅

尼

(上
杉
清
子
)
及
先

亡
後

滅
之
追
福

一也
、
於

二
住
持
職

一者
、
就
二

本
寺
并
国
師

門
徒

吹
挙

↓
任
二
先
例

↓
可

レ為

二檀
門
之

勧
請

一之
状

如

件
」
と
記

さ
れ
て

い
る
。

こ
の
文
書
は
夢
窓
国
師

の
寂

し
た
観
応

二

年

(九
月
三
十
日
寂
)
か
、
そ

の
翌
年
頃

の
も

の
と
推
定
さ
れ
る
が
、

等
持
寺

・
等
持
院

の
両
所
と
も

に
天
竜
寺

の
末
寺

と
し
て
興
隆
に

つ

と
め

る
べ
き

こ
と
、
尊

氏

の
両
親
貞
氏

・
清
子
お

よ
び
足
利
家

一
族

の
追
福
を
致
す

べ
き

こ
と
、
両
寺

の
住
持

は
夢
窓
国
師

の
門
流

よ
り

擇
ば

る
べ
き

こ
と
が
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

こ
の
文
書

か
ら
も

う
か
が
え
る
よ
う

に
、
洛
西
松
原

の
等
持
院

は
、

洛
中

の
等
持
院

が
等
持
寺

と
改
称
さ
れ
十
刹

に
列
せ
ら

れ
る
よ
う
に

な

っ
て
の
ち
も

、
足
利
家
の
菩

提
所
と
し

て
重

ん
ぜ
ら

れ
、
延
文

三

年

(
=
二
五

八
)

四
月
三
十

日
に
足
利
尊
氏
が
逝
去
す

る
と
、
こ

の

洛
西

の
等
持
院

に
葬

ら
れ
た
。
た
だ
し

『
太
平
記
』

(巻

三
十

三
)

に
は

「
衣
笠
山

ノ
麓

、
等

持
院

二
葬

シ
奉

ル
」
と
記
し

て
い
る
が
、

『
愚
管
記
』
(
延
文

三
年
五
月

二
日
の
条
)
に
は
、
「
今
夜

大
樹

(尊
氏
)
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葬
礼
云

々
、

於

二
真
如
寺

一有
二
此
事

↓

一
向

禅
宗

之
沙

汰
云

々
」

と

あ

っ
て
、
葬
礼

は
等
持
院

の
東

に
隣
接

す
る
真
如
寺

に
お

い
て
営
ま

れ
た
と
し

て
い
る
。
真
如
寺

は
、
尊
氏

の
執
事

で
あ

っ
た
高
師
直

が
、

康
永

元
年

四
月

に
、
仏

光
禅

師

(
無
学
祖
元
)

の
塔
所

正
脈
庵

の
あ

っ
た
地
を
整

え
て
中

興
し
、
仏
光
禅
師

の
法
孫

に
あ
た

る
天
竜
寺
住

持
夢
窓
疎
石
を

開
山

に
請
じ
た
禅
刹

で
、
尊
氏
逝

去
の
頃
す

で
に
十

刹

の

一
つ
に
列

せ
ら

れ
て

い
た
。
隣
接
す
る
等
持
院
も
開
山

は
同

じ

夢
窓
疎
石

で
あ

っ
た
関
係
か
ら
、
葬
礼
は
真
如
寺

で
行
わ
れ
、

の
ち

等
持
院

に
葬
ら

れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

二
代
将
軍

の
足
利
義
詮

が

貞
治

六
年

(
=
二
六
七
)
十

二
月
七

日
死
去
し

た
時

に
も
、
前
掲

の

『
愚
管
記
』

の
記
事

に
は
、
等
持
院

で
荼
眦
と
あ

る
が
、
『後

愚
昧

記
』

(十

二
月
十

二
日
の
条
)

に
は
、

「今

日
大
樹

(義
詮
)
於

二真

如
寺

↓

有

二
荼
眦
之
儀

↓
毎
事
禅
僧

之
沙
汰

云

々
」

と
あ

っ
て
、

一
は
等
持

院
、

一
は
真
如
寺
と
記
し

て
い
る
。

恐
ら

く

こ
の
頃
、
等
持
院
と
真

如
寺
は
寺
域
を
接

し
て
、
殆
ど

同
じ
寺
内

の
よ
う
な
関
係

に
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
と
察
せ
ら
れ
る
。

足
利
尊
氏

の
墓

は
、
現
在
は
等
持
院
方

丈

の
北
裏

の
庭

の

一
隅

に

建

っ
て
い
る
。
宝

篋
印
塔

で
、

「
延
文
三
戊
戌
年
四
月
廿
九

日
、
等

持
院
殿
太
相
国

一
品
仁
山

大
居

士
」

の
銘
が
刻
ま
れ

て
い
る
。
尊
氏

に
大
相
国
す
な

わ
ち
太

政
大
臣
が
贈
官
さ
れ
た

の
は
、
百

回
忌

に
あ

た
る
康

正
三
年

(
一
四
五
七
)
四
月

の
こ
と

で
あ
り
、
ま

た
、

こ
の

百

回
忌

の
年

に
あ

た

っ
て
、
時

の
将
軍
足
利
義
政
が
等
持
院
を
修
造

し
た
と
も
伝

え
ら

れ
て

い
る
か
ら
、
尊
氏

の
宝
篋
印
塔
も
、
恐
ら
く

そ

の
頃

に
造
立

さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
墓

の
位
置
も

、
も

と
は
現

在

の
所

で
は
な

く
、
池

を

へ
だ
て
た
庭
園

の
北
隅

に
、
い
ま

「
足
利

歴
代
将
軍
遺
髪
塔
」

と
呼

ば
れ
て

い
る
十

三
重
石
塔

の
建

っ
て
い
る

場
所

の
西

の
あ
た
り

に
あ

っ
た
と
寺

で
は
伝
え

て
い
る
。

な
お
、
同

じ
く
等
持
院

に
葬
ら

れ
た
二
代

将
軍
義
詮

の
墓
所

は
ど

こ
な

の
か
不

明

で
あ

る
。

三
代
将

軍
義
満

の
葬
礼
も
、

や
は
り
等
持
院

で
営

ま
れ

(『
教
言
卿
記
』

応
永

十
五
年
五
月
十

日
の
条
)
、

四
代
将

軍
義
持

の

葬
礼
も
ま

た
同
様

で
あ

っ
た
。

『
満
済
准
后

日
記
』
応
永

三
十

五
年

正
月
廿

四
日
の
条

に
、
義
持

の
葬
礼

の
あ

と
、
等
持
院

に
安

置
す

べ

き
義
持

の
御
影

(
木
像
)

の
こ
と

に

つ
い
て
述

べ
ら

れ
て
い
る
記
事

が
あ
り

、
「
御
影

木
像

事
、
於
下
被
レ
安

二置
等
持
院

一御
影

上
ハ
、
御

俗

足 利 尊 氏 墓
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♂

体

可
レ
宜
歟
、
又
可
レ
為

二御
法
体

一歟
云

々
、
時

宜
趣
、

当
院

等
持
院

御
影

ハ
尤
可
レ
為

二御
俗
体

一由
可

レ宜
様

二
被

レ
仰
云

々
、

〔中
略
〕
已

等
持
寺
殿

(尊
氏
)
・
宝

篋
院
殿

(義
詮
)
・
鹿

苑
院

殿

(義
満
)
三
代
御

影
俗
体

ニ
テ
御
座
候

キ
」
と
あ

っ
て
、
将

軍
逝
去

の
直
後
、
そ

の
俗

体

の
木
像
が
等
持
院

に
安
置

さ
れ
る
の
が
恒

例

で
あ

っ
た

こ
と
を
伝

え
て

い
る
。
ま
た

『
蔭
凉
軒

日
録
』

の
文

明
十
八
年

(
一
四
八
六
)

七
月
十
五

日
の
条

に
は
、

こ
の
日
、
前

将
軍
義
政
が
等
持
院

へ
参
詣

し
た
様
子
を
記
し
、

そ
の
記
事

の
中

で
、
当
寺

の
昭
堂

に
は

「
本
尊

三
所
、
中
央
地
蔵
、
左

辺
釈

迦
、
右

辺
観
音
」

が
安
置
さ
れ
、
次

の

間

に
は

「
御
木
像

、

上
間
等
持
院
殿

・
鹿

苑
院
殿

・
普
広
院
殿

(義

教
)
、
其

外
木
牌
三
ケ
在
之
、
下
間
宝

篋
院

殿

・
勝
定

院
殿

(義
持
)
・

慶
雲
院
殿

(
義
勝
)
、
木
牌

三
ケ
在
之
」
と
述

べ
て
、
や
は
り
尊
氏

か
ら

義
勝

に
い
た
る
歴
代
将
軍

の
木

像
が
安
置
さ
れ
て

い
た
さ
ま
を
伝

え

て

い
る
。

こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
も
、
等
持
院
が
足
利
将
軍
家

の
菩
提

所
と
し
て
、
室
町
幕
府

政
権

下
に
お

い
て
は
極
め

て
重

ん
ぜ
ら

れ
た

寺
院

で
あ

っ
た
こ
と
を

、
よ
く
う
か
が

い
知
る

こ
と
が

で
き

る
。
な

お
、
洛
中

の
等
持
寺

の
方

は
、
応
仁

の
乱

の
戦
火

に
焼
失
し
、
以
後

は
廃
寺
同
然
と
な

っ
て
、
文

明
年
間

の
頃

に
は
洛
西

の
等
持
院

に
合

併
さ

れ
て
い
た
。

現
在

の
等
持
院

の
昭
堂

は

「
霊
光
殿
」
と
呼
ば
れ

て
い
る

が
、
本

尊
は
地
蔵
菩
薩
、
向

っ
て
右
に
開
山
夢

窓
国
師
、
左

に
達
磨
大
師

の

像
が
安
置
さ
れ
、
次

の
間
に
、
や
は
り
尊
氏
以
下
足
利
歴
代
将
軍

の

木
像

が
安
置
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
等
持
院
も
、
戦
国
期

に
は
足
利

清 漣 亭
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ー'

将
軍

の
権
威

の
凋
落

と
と
も
に
次
第

に
衰
退
し
、

一
時
は
荒
廃

に
ゆ

だ
ね
ら
れ
て

い
た
が
、
慶
長
十

一
年

C
1
六
〇
六
)

に
豊
臣
秀
頼

が

こ
れ
を
修
造
再
興

し
た
。

そ
の
後

、
江

戸
時
代

の
文
化
五
年

(
一
八

〇
八
)

に
ま

た
火
災

に
遭

い
、
現
在

の
堂
舎
は
、
方
丈
が
文
政

元
年

(
一
八

一
八
)

に
妙

心
寺

の
塔

頭
海

福
院

の
方
丈
を
移
建
し

た
も

の

で
あ
る

の
を

は
じ
め

、
殆

ど
が
江
戸
末

期

の
も

の
で
あ

る
。

方
丈

の
北
裏

に
あ

る
広

い
庭

園
は
、
開
山
夢
窓
国
師

の
作
庭
と
伝

ふ

よ
う

ち

え
ら
れ
、
庭

の
中
央

の
池

は
芙
蓉
池

と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
池

の
形

が
心

の
字
を

か
た
ど

っ
た
よ
う
に
見

え
る
と

こ
ろ
か
ら
、
心
字
池

の

名

も
あ
る
。
庭

は
回
遊
式

に
な

っ
て
い
て
、
芙
蓉
池
を
め
ぐ

っ
て
自

由

に
散
策
す
る

こ
と

が
で
き

る
。
尊
氏

の
墓
も

こ
の
池

の
南
側

の
ほ

せ
い
れ
ん
て
い

と
り

に
あ
る
。
ま

た
、
庭

の
西
北
隅

の
小
高

い
所

に
は
、
清
漣
亭

と

名
づ
け
ら
れ

た
茶
室

が
あ

る
。

こ
の
茶

室
は
、
将
軍
義
政
が
康
正

三

年

に
当
寺
を
修
造

し
た
頃

に
造
立

さ
れ
た
も

の
と

い
わ
れ
、
庭

に
南

面
し
て
、
向

っ
て
右
手
奥

の

一
畳
を
上
段
構
え

の
貴
人
席
と
し

た
武

家
風

の
二
畳
台
目

の
茶
室

で
あ

る
。水

屋
は
そ

の
左
手

に
あ

っ
て
、
入

口
が
土
間

に
な

っ
て
い
る
の
も

珍
し
い
。
な
お
水
屋

の
左
手

に
も

四

畳
半

の
席
が
あ

る
が
、

こ
れ
は
明
治
以
後

に
建
て
そ
え
ら
れ
た
も

の

で
あ

る
。
清
漣
亭

の
東

に
は
自
然
石

の
手
水
鉢
が
あ

っ
て
司
馬
温
公

形

と
い
わ
れ

て
お
り

、
ま

た
亭
前

の
近

く

に
あ
る
灯
籠

一
基
は
等
持

院
形
灯
籠

と
呼
ば

れ
て
い
る
。
更

に
清
漣
亭
を
東

に
下

っ
た
と

こ
ろ

サつ

ロリ

く

に
樹
高

一
〇
数
メ
ー
ト
ル
の
有
楽
椿
の
巨
木
が
あ
り
、
樹
齢
三
〇
〇

余
年
と
い
わ
れ
、
京
都
に
あ
る
有
楽
椿
の
う
ち
最
古
最
大
の
銘
木
で

あ

る
。
庭

に
東

面
す
る
書
院

で
は
抹
茶

の
接
待
を

う
け
る

こ
と
も

で

き
、
閑
寂

で
美
し

い
庭

の
風
情
を
観
賞

し
な

が
ら

、

一
服

の
茶

に
心

の
洗

わ
れ
る
思

い
の
ひ
と
と
き
を
も

つ
こ
と
が
で
き
る
。

当
寺

に
は
ま
た
豊

臣
秀
吉

の
肖
像
画

が
あ
り
、
図
上

に
慶
長

四
年

八
月
十

八
日
南
禅

寺
雲
臥
庵

の
三
章
令
彰

(
の
ち

天
竜
寺
第

一
九
五

世
住
持
)

の
賛

が
あ
る
。
秀
吉

の
逝
去

は
慶
長

三
年

八
月
十

八
日

で

あ

る
か
ら

、
秀
吉

の

一
周
忌

に
あ
た

っ
て
画

か
れ

た
も

の
で
あ
る
。

秀
れ

た
作
品

で
、
絵
師

は
長

谷
川
等
伯

で
は
な

い
か
と

い
わ
れ
て

い

る
。

こ
の
秀
吉

の
肖
像

が
当
寺

に
あ
る

の
は
、
秀
頼

が
慶
長
十

一
年

に
当
寺
を
修
造

し
た
因
縁

に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
当
寺
所

蔵

の
古
文
書

に
は
、
前
掲

の
足
利
尊
氏

の
も

の
を
は
じ
め
、
足
利

歴

代
将
軍

の
書
状
、

そ
の
ほ
が

戦

国
か
ら
織
豊
時
代

の
武
将

の
書
状
、

当
寺
所
領
関
係

の
文
書

な
ど
、
お

よ
そ
六
〇
点
が
伝
存
さ
れ

て
い
る
。

等
持
院

は

一
度

は
是
非
訪

れ
て
、
そ

の
由
緒
あ

る
歴
史
を
偲

ぶ
と

と
も

に
、
美

し
い
寺

の
た
た
ず
ま

い
を
観
賞
し
て

ほ
し

い
京
都

の
名

刹

の

一
つ
で
あ
る
。

(み
ず

の

き

ょ
う
い
ち
ろ
う

文
学
部
教
授
)
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